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本発表における「グローバル環境ガバナンス」

• 環境ガバナンス

• 環境に対して何らかの利害を持つ様々な関係者（地域住民、私
企業、NGO、政府組織など）が、公式・非公式の制度を活用しな

がら、環境利用の持続可能性の向上、環境利用における社会
的公正性の確保、環境・資源をめぐる対立の解消などの実現を
目指すプロセス

• グローバル環境ガバナンス

• 環境ガバナンスのなかでも関与する利害関係者の相互作用の
ネットワークが特定の地域や国を越えて、広い範囲に拡大して
いるもの
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出所：笹岡正俊. 印刷中．「『隠れた物語』を掘り起こすポリティカルエコロジーの視角」，
井上真編 『シリーズ 東南アジア地域研究 第１巻 環境』，慶應義塾大学出版会.



今日お話しさせていただく内容

1. 日本の紙消費とインドネシアの産業造林

2. パルプ用原料の「責任ある生産」にむけたグローバル
環境ガバナンスの形成プロセス

3. グローバル環境ガバナンスの複雑化とグリーンウオッ
シュ

4. 土地紛争を生きる人びとのムラへ：予備調査から見え
てきたこと

5. 研究課題「植林と土地紛争がもたらす『被害』：フィー
ルド研究からの環境ガバナンスの問い直し」に向けて
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日本の紙消費とインドネシアの産業造林
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出所: 週刊ペーパー・ビジネス・レビュー(n.d.)、熱帯林行動ネットワーク(JATAN) http://www.jatan.org/

 国内で消費されるコ
ピー用紙の約3枚に1
枚がインドネシア産

 その割合は近年増加

日本市場におけるコピー用紙の国別シェア(2011年度)

日本市場におけるコピー用紙の国別シェア(2011年度)



PPC用紙の国内生産量と輸入量の推移
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出所：経済産業省生産動態統計、財務省貿易統計

単位：1000t

国内生産量

輸入量

インドネシアからの輸入量



産業造林(Industrial tree plantation)

• 苗を受けるなどして人工的に造成された森林→ 終的には産業用材を供給するために
伐採することを目的に造成

• 政府から産業造林事業許可（IUPHHK-HT）/ HTIコンセッションを得た事業体が植林・伐
採を行うことができる

• インドネシアの森林区分でいう生産林で、生産的でない土地（劣化した土地）でかつ、他
の権利(事業許可)と重ならない場所に発給

• 合板・家具材となる市場価値の高い樹木のほか、近年ではパルプ用材となる早生樹種、
アカシアやユーカリが植えられることが多い
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インドネシアの森林区分と産業造林事業許可(IUPHHK‐HTI)
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人工林・木材林産物利用事業許可（IUPHHK-HT）
＝HTIコンセッション

• 事業許可の期間は60年間で、35年間の延長が可能

• 事業許可取得条件として面積の5%を地域住民とのパートナーシップ用地として用いる
ことが義務づけられている(政令No.6/2007) →しかし、実際には実施されない、あるい
は不利な契約を結ばされることも

• 1990年代にはいってからHTIコンセッションは増加
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出所：Wakker (2014)



天然林伐採、HTI事業、OP農園開発許可面積の推移
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出所：Forest Trends 2015



人工林・木材林産物利用事業許可（IUPHHK-HT）
＝HTIコンセッション

• 事業許可の期間は60年間で、35年間の延長が可能

• 事業許可取得条件として面積の5%を地域住民とのパートナーシップ用地として用いる
ことが義務づけられている(政令No.6/2007) →しかし、実際には実施されない、あるい
は不利な契約を結ばされることも

• 1990年代にはいってからHTIコンセッションは増加

• 2011年末現在、249企業に計約1,000万haのHTIコンセッションを発給
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出所：Wakker (2014)



木材林産物利用事業許可 (IUPHHK)の発給面積(2012年11月時点)
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出所：藤原 (2015)
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出所：藤原 (2015)

企業グループによるHTIコンセッションの集積



APP(Asia Pulp & Paper) Group

• 世界の120カ国以上の国々にパルプ・紙・包装製品を製造・販売

• インドネシア 大の総合製紙メーカー

• 1972年設立

• SMGの主力企業グループ

• 生産拠点：インドネシアに9カ所、中国に20カ所の主要な生産拠点を保有

• 生産能力：1900万t/年(APP 2015) ← 日本の紙・板紙の生産量：2624万t/年(2013)
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出所：APP Japan http://www.app-j.com/company/company_app.html

• インドネシアでのパルプ生産の中心：ス
マトラ島のリアウ州とジャンビ州

• スマトラでのパルプ生産量：2010年まで
に270万t/年を超える

• スマトラでの操業開始(1984年)以来
2008年までに100万ha以上の天然林
を伐採(1985-2007年のリアウ・ジャンビ
両州の全森林消失面積は580万ha)
➔ 生物多様性の消失

二酸化炭素排出
数々の土地紛争・人権侵害

• 国内外のNGOからの激しい批判



APPグループの紙パルプ工場とWKS社
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出所：Lang (2010)を参考に作成

日本を含む世界のさまざまな
企業(AS社など)へ輸出
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パルプ用原料の「責任ある生産」にむけた

グローバル環境ガバナンスの形成プロセス
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グローバル環境ガバナンスの形成プロセス(1/2)

• 2003年：WWF IndonesiaとHCVFsの保護を約束した合意書に署名

• 2004年：APP、「持続可能性アクションプラン」公表➔約束不履行
WWF Indonesiaとのパートナーシップは失敗

• 2005年：APP、「スマートウッドプログラム」を通じた第三者のモニタリン
グの下での生産を行うため、Rainforest Alliance(RA)と契約➔HCVFsを
破壊
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• 2006年：RAはスマートウッドプログ

ラムのイニシアティブを破棄➔しか
し、APPは「2005年・2006年度環

境的・社会的責任レポート」で森林
保全の実績を宣伝



グローバル環境ガバナンスの形成プロセス(1/2)

• 2007年：FSC、APPとの関係を断ち切ることを宣
言➔APPはPEFCのCoC認証を取得

• 2009年：APP系列のサプライヤー、インドネシアエ
コラベル協会(LEI)の認証を取得➔NGOは「グリー
ンウォッシュキャンペーン」として批判

• 2010年：APP、リアウのサンクチュアリ保護に同

意する旨の声明を発表➔サンクチュアリの小面積
の森を守ることさえも失敗

• 2010年以降：グリーンピース、グローバルな市場
キャンペーンを開始➔マテルなど100社以上の企
業がAPPとの取引を停止

• こうした市場圧力を受けて、APPは2013年2月に
「森林保護方針(Forest Conservation Policy: 
FCP)」を策定・公表
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APPのForest Conservation Policy (FCP)

 APP 「森林保護に関する方針」
(FCP)を発表 (2013年2月1日発効）
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APPのForest Conservation Policy (FCP) (1/2)

出所： APP http://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-
2020/forest-conservation-policy

•方針1：APPおよびその原料供給会社は、
HCVF および HCSF 以外の地域でのみ
開発活動を行う
 HCVF およびHCS 評価が完了するま
で、天然林伐採を全面的に停止

 誓約を遵守していないことが判明した
供給会社については、APP は購入を
取り止め、契約を破棄

 これらの誓約はフォレスト・トラスト
(TFT)の監視下に

•方針2： APPは、インドネシア政府の低

炭素排出開発目標と温室効果ガスの排
出減目標を支持
 泥炭地内でのGHG 排出を削減・回避
するため、 善慣行管理を採用

 泥炭地の未開発コンセッション内では
HCVF 評価完了までインフラ整備は行
わない
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APPのForest Conservation Policy (FCP) (2/2)

出所： APP http://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-
2020/forest-conservation-policy

•方針3： 社会的紛争の回避・解決に向け、
以下の原則を実行
 先住民族や地域コミュニティの「Free, 

Prior and Informed Consent（自由意
志に基づいた事前の合意、FPIC）」
 苦情への責任ある対応
 責任ある紛争解決

 地域、国内、国際的なステークホル
ダーとのオープンかつ建設的な対話

 コミュニティ開発プログラムの積極的
推進
 人権の尊重
 従業員の権利の尊重

など



22 出所：Rainforest Action Network (RAN) (2015)

紛争解決の進捗状況についての第三者評価

• Rainforest Alliance: RAの評価(2015年2月公表)

• 天然林伐採の停止、泥炭林での新規カナル建設の停止、
サプライチェーン評価手法の開発などの点では約束を履
行

• 新設予定のパルプ工場建設にかかるFPICの実施の着手
➔“穏健な”進歩

• 社会紛争の一部は覚書(MOU)や行動計画が作られたが
大部分は改善が見られず

• 先住民族・地域コミュニティとの合意、行動計画、FPIC 原
則の実施は限定されたもの

• 38 の全コンセッションで紛争が存在➔その多くが長く続く
もので紛争地は大面積

• 紛争地マップと紛争の数は非公開

• FCPの履行に関する不満・苦情(grievance)を処理する
SOP(標準的作業手続き)を制定➔苦情があってもAPP側
から反応がないケースも
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グローバル環境ガバナンスの複雑化と

グリーンウオッシュ
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紙パルプ原料の「責任ある生産」を目指す

グローバル環境ガバナンスのアクター相関図
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紙パルプ原料生産地における

ローカルな環境変化
や人と環境とのかか
わりあいの変化

グローバル、メゾ、ローカルレベルのさまざま
なレベルで影響力を行使しようとする多元的
アクターの複雑な相互作用
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• 制度的要素の増加

• アクターの数の増加

• 各アクターが重視する価値の多様化

• アクター間の相互作用の多様化

• （相互作用の国境を越えた広がり）

紙パルプ原料の「責任ある生産」を目指す

グローバル環境ガバナンス(GEG)の近年の変化

2010年代初頭以降の変化の特徴
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• ガバナンスの構造の複雑化→全体像の把握を
困難に

• パワフルなアクターの言説実践による「現実」の
構成

こうした変化は何をもたらしたか
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パワフルなアクターの言説実践による「現実」の構成
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出所：APPホームページ
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出所：APPホームページ
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出所：APPホームページ(https://www.asiapulppaper.com/news-media/press-releases/business-support-
landscapes-critical-un-sustainable-development-goals-amidst-calls-greater-global-action)



パワフルなアクターの言説実践による「現実」の構成

出所：AS社「2015年春・夏号カタログ」
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• ガバナンスの構造の複雑化→全体像の把握を
困難に

• パワフルなアクターの言説実践による「現実」の
構成

• ➔地域の生活者が経験している「リアリティ」と
の間に食い違いがあっても、それが見えにくく
なっている

• パワフルなアクターの情報発信力＞＞＞地域のアクターの情報発信力

• GEGの複雑化→グリーンウォッシュの機会を増
大（？）

こうした変化は何をもたらしたか(つづき)
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ガバナンスの制度的外観が整うなかで、パワ
レスなアクター(地域の生活者)が、どのような

日常を生きているかをフィールドワークにより
描くこと！

フィールド研究者に何が求められるか？
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土地紛争を生きる人びとのムラへ
予備調査から見えてきたこと
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ジャンビ州テボ県Ｌ村B集落

Ｌ村B集落



B集落とW社のコンセッションエリア
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W社のコンセッション(ユニット8)の境界

B集落

出所：WALHI Jambi提供資料



WKS(Wira Karya Sakti)社(W社)について
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• WKSのコンセッション：ジャンビ州内の5県、
29万3,812ha 

• うち24万6812ha(約84％)でLEI認証を取得
(2009年)➔多くのNGOがこれを批判

• 天然林の59%(4万8000ha) 以上を伐採

• 伐採許可区域の31パーセントは泥炭地
➔2007年から2008年の認証審査期間中に
泥炭林の70パーセント近く(約2万ha)を伐採

• LEI認証の信頼性の問題

• PEFC認証への切り替え（？）

出所：WWF Indonesia http://www.wwf.or.id/index.cfm?uNewsID=12980&uLangID=1



WKSのコンセッションにおける土地紛争

• ジャンビ州5県18カ村、
88000haの土地で何らかの土

地紛争(2012年2月22日時点)
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WKS社から

の林業大臣
宛要請書➔



L村B集落の概要・紛争の経緯

• 土地紛争の略史

• 2006年：WKSの道路建設

• 2007年：住民の農地・出作り小屋が重機で破壊→住民の焼き討ち事件→和解に向
けた州政府主導の調査チーム結成

• 2008年：5県の被害農民の共闘、土地返還を求め州知事庁舎にデモを繰り返す→
州知事は和解案を提示→これに農民もW社も同意→しかし実行に移されず

• 2010年：農民たちは「和解案」合意を破棄、コンセッションの撤回を要求

• 2007年 - 2013年(FCP発表まで)：特に進展のないままWKSと住民との間で土地をめ
ぐる攻防が続く

• 2013年9月：植林地への再入植、約500ha の土地を「不法占拠」、新たな集落(B集
落)を建設(約60世帯、約300人、2015年)
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• L村人口：約14000人(約6000世帯)
• 生業：陸稲、バナナ、キャッサバ、野菜類の

畑作、ゴム・アブラヤシ栽培
• 村の形成：遅くとも20世紀初頭
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予備調査での気づき

(1) 情報発信力の差を背景に、パワフルなアクターの主
張のみが公共圏を流通していくという問題

(2) 土地紛争の解決プロセスで焦点化されている「問題」
から、地域の生活者が経験しているさまざまな「被害」
が漏れ落ちているという問題
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(1)パワフルなアクター の主張のみが流
通していくという問題

1. 天然林伐採

2. 新規アカシア植林、河岸地域で
の植林

3. TFTの調停を通じた和解プロセス

のおそさ、非中立性➔住民は和
解プロセスを拒否

B集落からの“grievance“の提出(2013
年11月)



54

「検証チーム」による検証

• 検証チームの構成

• APP：2名
• SMF ：1名
• TFT：2名
• Greenpeace：1名
• 陳情者代表：PPJのF氏
• LM村住民：2名

• 検証結果
1. 天然林伐採の事実はない

2. 新規植林の形跡はない、河岸での植林の
事実はあったがやむを得ないか、問題の
ないもの(事業権発行時、地図に河川が記載されて
いなかった、自然河川ではなく人工的排水路）

3. 住民はTFTがファシリテートする紛争解決
プロセスに従う意思を持っている
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「検証チーム」による検証結果を拒否する文書を作成



56 出所： APP HP. https://www.asiapulppaper.com/
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出所： APP HP. https://www.asiapulppaper.com/
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(2) 紛争解決プロセスで焦点化されている「問題」から
「被害」が漏れ落ちているという問題
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(2) 紛争解決プロセスで焦点化されている「問題」から
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植林による環境変化と土地紛争の「被害」
(聞き取り調査から)

• 河川水量の不安定化（乾季の渇水と雨季の洪水）

• 河川の水質汚染(植林地での農薬散布、および、アカシア残材の河川投棄による)
• 河川での漁獲量の減少

• 木材搬出用トラックが巻き上げる砂埃による健康被害

• 慣習林の減少による林産物入手可能性の低下（農民の土地に対する権利が認められるの
は永年性作物が植栽された土地のみであることから、企業による土地の囲い込みが進むな
かで、住民たちが慣習林を伐採し、ゴムやアブラヤシが植えていったことによる）

• 米自給システムの崩壊(多くの住民が土地に対する権利を主張しにくい陸稲の栽培を避け、
土地権が認められやすい永年性作物栽培に転換したため)

• 農地におけるアカシアの繁茂

• アカシア収穫後に大発生する甲虫による農作物への食害 ・・・などなど

その他にも生活環境の劣化により貧困化のリスクが高まるといった間接的
被害、長期化する紛争を生きることの苦痛や「不法占拠者」として生きるこ
との「生き難さ」といた精神的被害などさまざまな「被害」がありそう
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 綿密なフィールドワークを通じて、環境ガバナンスをめ
ぐる「隠れた物語」―力のあるアクターの言説実践に

よって構築される「現実」とは異なる、現場の名もなき人
びとの語りにより浮かび上がる、当事者が経験する開
発や紛争解決の姿―を丹念に掘り起こすこと

➔ その際に「被害」に着目

 そこで明らかになったことを踏まえて、企業のCSR広報
の中身の批判的検討

今後取り組む研究に向けた着想
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これから取り組む研究課題

「植林と土地紛争がもたらす『被害』：フィールド研究
からの環境ガバナンスの問い直し」

にむけて
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今後取り組む研究に向けた構想

研究課題

1. 植林による環境変化と土地紛争が「地域の生活者」にいかなる「被害」をもたらし
てきたのかを、

• 単に土地・生計手段を奪われるという直接的被害のみならず、生活環境の
劣化により貧困化のリスクが高まるといった間接的被害、長期化する紛争
を生きることの苦痛や「不法占拠者」として生きることの「生き難さ」といた精
神的被害など

• 「被害」の多面性、それら相互の連関性、そして、「被害」と社会的属性との
相互関係に着目して「被害」を総体的・内在的に明らかに

2. 紙パルプ用原料生産現場に生きる住民にとってのリアリティと、紙・パルプ生産・
販売企業の環境CSR広報(環境レポート、ウェブサイト、その他のメディアでの広
報)の内容とを比較し、両者のあいだにどのような齟齬があるかを明らかに

3. そうした齟齬を埋め、地域の生活者にとっての「問題解決」とはなにかという視点
から現在の「グローバル環境ガバナンス」を問い直す際に、「被害」の総体的・内
在的理解を試みるフィールド研究が果しえる役割について考察
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a. キーインフォーマントインタビューによる集落の概要把握→紛争史の詳細な年
表作成

b. フォーカスグループインタビューによる植林および土地紛争の社会的帰結に関
する認識マッピング(Tscakert and Singha 2007)→植林、土地紛争、環境変化、

土地資源利用変化、社会的帰結に関する重要なキーワードの抜き出し、それら
の因果関係の整理・図化

c. 世帯調査：先住・移住の別(移住の場合、来歴)、農業経営(作目・経営規模など)
の変遷、土地・資源利用実態(採取資源・採取場所)、植林・土地紛争がもたらし
た「被害」意識

d. 食事調査：自記式シート配布、食事内容(食材)と食材の入手方法(収穫・贈与／
購買)

e. 家計調査

f. 簡易問診票を用いた健康調査

・・・

今後取り組む研究に向けた構想

調査の方法

「被害」の総体的・内
在的理解のためにど
のようなアプローチ
があるか思案中・・・
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おわりに

• この研究課題は、実際的な意味はあるかもしれないが、学術研究としてどうな
のか？社会学的なガバナンス研究として学術的な意味を持たせるには？

• 被害の総体的・内在的理解にとって有益な研究アプローチとは？

• 環境社会学の分厚い「被害」研究が提示した理論的視点から学ぶべき点

• データ収集方法での工夫

• 住民にとってのリアリティと企業の環境CSR広報の齟齬、ギャップを明るみに出
して、それを批判する・・・というのとは違う議論の方向性

• GEGは新たな統治の形→GEGの「進展」によって、誰によって何がどのよう
に統治されることになったのか

• ガバナンスが要請する「対話の場に就くこと」→「近代の価値」(土地は「生
産的」に使わなくてはならないなど)の共有化の圧力→多様な生き方の選択
の可能性を狭める？

和解案としてパートナーシップ事業が採用された場合は？

コメ自給システムの維持という選択は可能？

（↑この辺混乱しています）
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